
 

 

３．１運送施設改正について 

 

 日本郵便(株)信越支社郵便・物流オペレーション部は、昨日（2 月 27 日）「３．１

運送施設改正」について地方本部に説明してきました。 

  

 この件は、関係郵便局からの要望に基づき、正常業務運行の確保・業務負荷の平準

化を目的として実施するものです。 

 

１．運送施設改正内容等 

改正線路名 改正内容等 

新潟・栃尾線 下便の発着時刻の繰り上げにより、栃尾局及び見附局におけ

る配達作業時間を確保(拡大)する。 

新潟・長岡西線 上便の車種変更と発着時刻の繰り上げにより、新潟局におけ

る全国差立作業を平準化する。 

  ※調整内容詳細やダイヤグラムの現改は、添付支社資料のとおり 

 

２．輸送情報システムの変更 

  支社において実施。 

 

３．その他 

  この件の実施に伴う要員措置及び服務表の改正はありません。 
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